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1 地域の循環型社会形成を推進するための基本的な事項 

（1） 対象地域 

     ■ 構成市名   亀山市（山村地域） 
     ■ 面  積   190.91km2 
     ■ 人  口   49,914 人（平成 26 年 4 月 1 日現在） 

 
（2） 計画期間 

本計画は、平成 27 年 4月 1 日から平成 32 年 3月 31 日までの 5年間を計画期間とす
る。 
なお、目標の達成状況や社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要な場合には計画を見直
すものとする。 

 
 （3） 基本的な方向 

亀山市は、三重県の西北部に位置し、東西約 21km、南北約 17km、面積約 190.91k ㎡
である。市域の西部は鈴鹿山地に含まれる一方、東部は伊勢平野の西北端を構成し、丘
陵地となっている。また、鈴鹿山地を源流として伊勢湾へ注ぐ鈴鹿川、中ノ川の２つの
水系とそれらの支流があり、その流域が市域の北部の過半を占めている。 
本市は、古くは江戸と京都を結ぶ東海道が通り、その宿場町として賑わった。近代

以降、東海道は国道 1 号線として日本の東西を結ぶ幹線となり、さらに東名阪自動車
道や伊勢自動車道、新名神高速道路といった高速道路網の敷設によって、交通の結節
点として内陸工業都市を形成してきた。 
ごみの発生量は、液晶関連産業立地による産業活性化やこれに伴う人口増加、また、
生活様式の多様化により増加の傾向にあったが、ここ数年は経済情勢の悪化等により微
減傾向にある。しかしながら、依然として市民一人当たりのごみ発生量は、三重県や国
の平均値と比較しても高い状況にある。 
平成 23年 3 月に策定した「亀山市一般廃棄物処理基本計画（ごみ処理基本計画編）」
では、処理に係る基本方針として、市民、事業者及び行政といった社会を構成する全て
の主体がそれぞれの立場でその役割を認識し、ごみ問題と向き合うことが重要としてお
り、ごみを出さない生活様式やごみが出にくい事業活動の定着に取り組むものとしてい
る。  
また、生活排水の処理については、平成 23 年 3月に策定した「亀山市一般廃棄物処
理基本計画（生活排水処理基本計画編）」において基本方針を示している。 
この中では基本方針として、公共下水道及び農業集落排水施設の整備や合併処理浄化
槽の普及促進、し尿処理施設の適正な運営による浄化槽汚泥及びくみ取りし尿の処理の
継続、地域住民との協力による河川やため池の浄化、生活雑排水の主な排出源である住
民に対する台所から発生する調理くずや廃食油の処理の徹底、環境汚染の少ない洗剤の
使用や水の有効利用等の啓発としている。 
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2 循環型社会形成推進のための現状と目標 

（1） 一般廃棄物等の処理の現状 

■ 一般廃棄物の処理 
平成 25 年度の一般廃棄物の排出、処理状況は、図 1のとおりである。 

        総排出量は、集団回収量も含め 19,002 トンであり、再生利用される総資源化量
は 7,243 トン、リサイクル率（＝総資源化量／（排出量＋集団回収量））は 38.1％であ
る。 

        中間処理による減量化量は 11,759 トンであり、集団回収量を除いた排出量の
64.2％が減量化されている。また、平成 22年度から溶融飛灰は山元還元による再
資源化処理をしており、現在では最終処分量はゼロとなっている。 

        なお、中間処理施設のうち溶融施設では、熱回収による最大 1,250kwh の発電を
行っており、余剰電力は電力会社に売電している。 

 

1,909 t 4,657 t
10.4 % 25.4 %

4,657 t
25.4 %

18,325 t 16,416 t 0 t
100 % 89.6 % 0 %

11,759 t
64.2 %

0 t 0 t
0 % 0 %

排出量 計画処理量 中間処理量 処理後 終処分量

集団回収量 総資源化量

677 t 7,243 t

18,325 t
減量化量

自家処理量 直接 終処分量 終処分量

0 t

直接資源化量 処理後再生利用量

処理残さ量

図 1 一般廃棄物の処理状況フロー（平成 25 年度） 
 

■ 産業廃棄物の処理 
        本市では、一般廃棄物と併せて、一般廃棄物の処理に支障を及ぼさない範囲で

処理可能な市内事業所から排出される産業廃棄物（廃プラスチック、ゴムくず、
金属くず、ガラス類、紙くず、木くず、繊維くず）の処理を行っている。平成 25
年度の産業廃棄物の排出、処理状況は、図 2のとおりである。 
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382.62 t
減量化量

自家処理量 直接 終処分量 終処分量
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0.00 t

図 2 産業廃棄物の処理状況フロー（平成 25 年度） 
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（2） 一般廃棄物等の処理の目標 

本計画の計画期間中において、廃棄物の減量を含め、循環型社会の実現を目指し、
表 1の通り目標量について定め、それぞれの施策に取り組んでいくものとする。 

 
表 1 減量化、再生利用に関する現状と目標 

 

 事業系 総排出量 4,834 トン 3,561 トン -26.3 ％

1事業所当たりの排出量※２ 2.9 トン/事業所 2.6 トン/事業所 -10.3 ％

排  出  量  家庭系 総排出量 13,491 トン 12,638 トン -6.3 ％

1人当たりの排出量※３ 267 kg/人 241 kg/人 -9.7 ％

 合   計 事業系・家庭系排出量合計 18,325 トン 16,199 トン -11.6 ％

1,909 トン ( 10.4 ％ ） 2,948 トン ( 18.2 ％ ）

7,243 トン ( 39.5 ％ ） 7,545 トン ( 46.6 ％ ）

熱 回 収 量 4,573 MWh － MWh

減 量 化 量 16,416 トン ( 89.6 ％ ） 9,209 トン ( 56.8 ％ ）

終処分量 0 トン ( 0 ％ ） 0 トン ( 0 ％ ）

 熱回収量 （年間の発電電力量）

 中間処理による減量化量

 埋立 終処分量

現　状　（割合※1）
（平成25年度）

目　標  （割合※1）
（平成32年度）

再生利用量
 直接資源化量

 総資源化量

指　標

 

※1 排出量は現状に対する割合、その他は排出量に対する割合 

※2 1 事業所当たりの排出量＝事業系ごみの総排出量／事業所数 

※3 1 人当たりの排出量＝家庭系ごみの総排出量／人口 

    

 ≪指標の定義≫ 

    排 出 量：事業系及び家庭系ごみを問わず、出されたごみの量(集団回収されたごみを除く。)〔単位：ﾄﾝ〕 
    再生利用量：直接資源化量、総資源化量（直接資源化量、中間処理後の再生利用量及び集団回収量の和） 

〔単位：ﾄﾝ〕 

    熱 回 収 量：熱回収施設において発電された年間の発電電力量〔単位：MWh〕 

    減 量 化 量：中間処理量と処理後の残さ量の差〔単位：ﾄﾝ〕 

    最終処分量：埋立処分された量〔単位：ﾄﾝ〕 
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0 t 0 t
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集団回収量 総資源化量
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16,199 t
減量化量

自家処理量 直接 終処分量 終処分量

直接資源化量 処理後再生利用量

処理残さ量

排出量 計画処理量 中間処理量 処理後 終処分量

0 t

 

 

図 3 目標達成時の一般廃棄物の処理状況フロー（平成 32年度） 
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（3） 生活排水の処理の現状 

 平成 25年度の生活排水の処理状況及びし尿・汚泥等の排出量は次のとおりである。 
 生活排水処理対象人口は全体で 49,914 人であり、水洗化人口 36,825 人、汚水衛生
処理率 73.78％である。 
 し尿発生量は 3,059kl/年、汚泥発生量は 17,499kl/年であり、処理・処分量（＝収
集・運搬量）は 20,558kl/年である。 

 

16,581 人 （ 33.22 ％ ）

36,825 人 （ 73.78 ％ ） 6,587 人 （ 13.20 ％ ）

13,657 人 （ 27.36 ％ ） 17,499 　Kl/年

49,914 人 （ 100 ％ ）

8,272 人 （ 16.57 ％ ）

13,089 人 （ 26.22 ％ ）

4,817 人 （ 9.65 ％ ） 3,059 Kl/年

公共下水道

処理人口 農業集落排水

合併処理浄化槽 浄化槽汚泥発生量

総人口

単独処理浄化槽

未処理人口

非水洗化人口 し尿発生量

図 4 生活排水処理の状況フロー（平成 25 年度） 

 
 
（4） 生活排水処理の目標 

 生活排水処理については、表 2に掲げる目標のとおり、合併処理浄化槽の整備等を
進めていくものとする。 
 

表 2  生活排水処理に関する現状と目標 

ｷﾛﾘｯﾄﾙ

ｷﾛﾘｯﾄﾙ

ｷﾛﾘｯﾄﾙ

ｷﾛﾘｯﾄﾙ

ｷﾛﾘｯﾄﾙ合　計 20,558

15,796

（ 13.20 ％

人 52,460 人

汲み取りし尿量 3,059 690

処
理
形
態
別
人
口

合　計 49,914

未処理人口 13,089 人 2,796 人

人

人

人

し尿
・
汚泥
の量

ｷﾛﾘｯﾄﾙ

公共下水道

農業集落排水施設

％18.50

17.55

（ 58.63 ％ ）16,581 人 （ 33.22 ％ ） 30,755

人 ％ ）

（ ） （ ）

平成25年度実績 平成32年度目標 ※

16,486

浄化槽汚泥量 17,499

（

合併処理浄化槽 13,657

6,587

9,703 人27.36 ％

） 9,206

※ 『亀山市一般廃棄物処理基本計画（生活排水処理基本計画編）』（平成 23年 3月策定）に基づく 
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3 施策の内容 

（1） 発生抑制、再使用の推進 

 

【ごみ処理関係】 

① 資源物分別収集品目の拡大 
本市では、無色透明ビン、茶色びん、リターナブルびんは不燃系資源ごみとして資源

化しているが、その他の色のびんは一般ごみとして溶融処理している。また、雑紙や布
も同様である。 
これら資源化が可能なごみは、資源物の有効利用とごみの減量化を図るため、分別収

集を検討する。 

 
② 家庭系ごみの持ち込みのあり方検討 

市民自らが亀山市総合環境センターに家庭系ごみを持ち込む際、一定量以上あれば
手数料を徴収している。受益者負担の適正化の観点から、手数料の見直しを検討する。 

 
③ 事業系ごみ処理手数料等の適正化 

事業系ごみの減量化推進及び受益者負担の適正化を図るため、平成 27 年 4月に事業
系一般廃棄物処理手数料及び産業廃棄物処理施設使用料の改定を行う。 
今後も適正料金の検討を行い、必要であれば料金改定を実施する。 

 
④ 減量化推進員の設置 

市内における一般廃棄物の減量のための施策への協力及びその他の活動を行うため、
廃棄物減量化推進員の設置を検討する。 

 
⑤ 使用済小型電子機器の拠点回収とリサイクル 

本市では、小型家電の回収体制整備のため環境省が行っている実証事業の採択を受
け、平成 26 年 12 月 1 日から平成 27 年 2月 28 日まで使用済み小型家電の拠点回収と
リサイクルの実証事業を実施する。 
実証事業終了後も使用済み小型家電の拠点回収とリサイクルを継続する。 

 
⑥ 環境教育・啓発活動 
ア 学校教育 
市内小学校 4年生を対象に施設見学やごみの減量・資源化に関する環境教育を実施

し、次世代を担う子どもたちにごみ問題に関する意識が育まれるよう取り組む。 
イ 社会教育 
自治会や市民団体、外国籍の方を対象に、ごみの減量や資源化、分別等についての

講座や説明会を開催し、リサイクルや環境保全への理解、意識の高揚を図る。 
 ウ 普及啓発活動の推進 

広報紙やホームページ等を活用して、市民へごみの減量や資源化に関する情報を提
供する。また、引き続きごみ分別カレンダーを配布し、市民の再資源化に対する意識
の向上を図る。 
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⑦ レジ袋削減・マイバッグ推進運動 
平成 20 年度から、鈴鹿市との広域連携によるレジ袋削減・マイバッグ推進運動を展

開しており、市民及び事業者の協力のもと運動に取り組んでいる。平成 25 年度は新た
に 2事業者 4店舗が加盟し、現在 11 事業者 32 店舗となっている。このうち市内では
5事業者 7店舗となっており、レジ袋辞退率は運動開始以来約 90％を維持している。
引き続き、商業店舗等には、マイバッグ持参による利益還元等のサービスの協力を要
請する。 
 

⑧ 刈り草のたい肥化 
公有地の除草業務で発生し、搬入された刈り草をたい肥化し、市民への無償配布や

公共施設及び関係機関等での活用を図る。 
 

⑨ 生ごみの水切りとたい肥化 
生ごみ排出時の水切りは、簡単でかつ効果的な減量方法である。水分を多く含むご

みが多量に排出される夏季を中心に、広報紙やホームページ等を活用して、市民へ生
ごみの水切りに関する情報を提供する。 
また、各家庭から排出される生ごみのたい肥化を積極的に推進するため、生ごみ処

理容器購入者に対し補助金を交付する。 
 

⑩ 資源物集団回収の推進 
資源化やごみの減量を図るため、びん・缶・紙類等の再利用運動を実践している団

体へ資源物集団回収活動報奨金を交付し、実践意欲の高揚と市民のごみ処理に対する
認識を高める。平成 26年 4 月から、対象品目に廃食油及び使用済小型電子器機器を追
加するとともに報奨金を見直しており、市民による集団回収のより一層の拡大を図る。 
 

⑪ 溶融生成物スラグの活用 
溶融生成物として発生するスラグの品質管理を行い、インターロッキングブロック

等の資材として有効利用を検討する。 
 

⑫ 溶融飛灰の資源化（山元還元） 
最終処分場の延命化のため、溶融飛灰に含まれる金属類の有効利用を図り、最終処

分量をゼロにするため、山元還元により資源化する。 
 

⑬ リサイクル・資源化の促進 
ア 不用品再使用の検討 
家庭で不要となった家具等を再使用する仕組みを検討し、ごみの排出抑制に努める。 

    イ 公共工事におけるリサイクル 
      亀山市発注の公共工事は、建設リサイクル法等により、建設副産物の再生利用や、

リサイクル資材及び商品廃材等の使用に努める。 
    ウ 廃食油のリサイクル 
      学校等公共施設で発生する廃食油は、バイオディーゼル燃料へのリサイクル等の調

査・研究を行い、民間委託を含めたシステムの確立を図る。 
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【生活排水処理関係】 

⑭ 生活排水処理率の向上 
公共下水道及び農業集落排水施設の計画的な整備や合併処理浄化槽の普及促進によ

り、生活排水処理率の向上に努める。 

 
⑮ 発生源対策 

市民に対し、浄化槽の適正な管理とともに、台所から発生する調理くずや廃食用油
等の処理の徹底、環境汚染の少ない洗剤の使用、水の有効利用等を啓発する。 
 

⑯ 最終処分 
し尿処理施設で発生するし渣及び脱水汚泥あるいは乾燥汚泥は、溶融施設で溶融処

理してスラグを資源化する。 
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（2） 処理体制 

 

【ごみ処理関係】 

① 家庭系一般廃棄物の処理体制の現状と今後 
      分別区分及び処理方法については、表 3のとおりである。 

現在、本市では表 3 のとおり、5 分別で収集・処理している。収集形態については
今後も変更なく、一部直営・一部委託にて行う。処理方法については、今後も溶融施
設で溶融を行い、余熱を回収して発電を行うとともに、発生する溶融スラグ、メタル
の再利用を行う。また、溶融飛灰は、含まれる金属類の有効利用を図り、最終処分量
をゼロにするため、山元還元による資源化を実施する。 
資源物は、使用済小型電子機器の拠点回収や雑紙等の分別収集を追加し、一層の資

源化を図ることを検討している。 
なお、集団回収において平成 26 年度から先行して使用済小型電子器機器と廃食油を

対象品目に追加しており、今後も再生資源化を推進する。 
 

表 3 一般廃棄物の分別区分と処理方法の現状と今後 
 

一次処理 二次処理 一次処理 二次処理

一般ごみ
生ごみ、紙くず
類、プラスチック
類等

溶融
(熱回収）

発電
総合環境センター
　溶融施設

9,691.79 一般ごみ
生ごみ、プラス
チック類等

溶融
(熱回収）

発電
総合環境センター
　溶融施設

9,225

家電製品、金属
類、缶類等

リサイク
ル

　破砕、
　磁選、
　売却、

発電

総合環境センター
　破砕施設

総合環境
センター
溶融施設

家電製品、金属
類、缶類等

リサイク
ル

　破砕、
　磁選、
　売却、

発電

総合環境センター
　破砕施設

売却、
総合環境セ
ンター溶融

施設
家具類、布団、
じゅうたん、タイ
ヤ等

  溶融
（熱回
収）

　破砕、
発電

総合環境センター
　二軸破砕施設

総合環境
センター
溶融施設

使用済小型電子
機器

リサイク
ル

売却

瓦礫類 再資源化 委託
家具類、布団、
じゅうたん、タイ
ヤ等

  溶融
（熱回
収）

　破砕、
発電

総合環境センター
　二軸破砕施設

総合環境セ
ンター溶融

施設

瓦礫類 再資源化 委託

有害ごみ
　破砕、

委託
総合環境センター
　蛍光管等破砕機

新聞、ダンボー
ル、雑誌・本・パ
ンフレット・古布・
毛布・飲料用紙
パック

雑紙

飲料缶
　破砕、
　磁選、

売却

総合環境センター
　破砕施設

飲料缶
　破砕、
　磁選、

売却

総合環境センター
　破砕施設

びん類 売却 売却 びん類 売却 売却

ペットボトル
破砕、売

却
総合環境センター
　ペットボトル破砕機

ペットボトル
圧縮梱包、

売却

総合環境センター
ペットボトル圧縮梱包
機

ふた、白色トレイ 売却 ふた、白色トレイ 売却

1,400

119

破砕粗大
ごみ

不燃系
資源ごみ

リサイク
ル

不燃系
資源ごみ

リサイク
ル

有害ごみ
　破砕、

委託
総合環境センター
　蛍光管等破砕機

1,443.76

237.48

1,696売却

287

現　状　（平成25年度） 今　後　（平成32年度）

分別区分 処理方法
処理施設等 実績

処理量(t)
分別区分 処理方法

処理施設等 計画
処理量(t)

破砕粗大
ごみ

リサイク
ル

リサイク
ル

1,402.63
可燃系
資源ごみ

可燃系
資源ごみ

新聞、ダンボー
ル、雑誌・パンフ
レット・古布・毛
布・飲料用紙パッ
ク

リサイク
ル

売却

ペットボト
ル・白色ト
レイ

ペットボト
ル・白色ト
レイ

リサイク
ル

リサイク
ル

リサイク
ル

93.01
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② 事業系一般廃棄物の処理体制の現状と今後 
      家庭系一般廃棄物の分別区分に準じ処理を行っているが、今後も適正処理を行う。 

現在、従量制により事業系一般廃棄物は 100 円/10kg、産業廃棄物は 300 円/10kg を
徴収しているが、平成 27年 4 月に事業系一般廃棄物は 160 円/10kg、産業廃棄物は 370
円/10kg に料金改定を行う。 
これら事業所から発生するごみは、事業所の廃棄物処理の実態を把握し、資源化や

自家処理の推進を指導するとともに、排出抑制や減量化の指導を行う。 
なお、公有地や事業所から排出される多量の刈り草は、刈り草コンポスト化センタ

ーにてたい肥化する。 
 

③ 一般廃棄物処理施設で併せて処理する産業廃棄物の現状と今後 

      家庭系一般廃棄物の分別区分に準じ、一般廃棄物処理施設の余裕のある範囲で処理
可能な品目の処理を行っているが、今後も適正処理を行う。 

 
【生活排水処理関係】 

④ 生活排水処理の現状と今後 

公共下水道・農業集落排水・合併処理浄化槽の整備計画区域に沿って生活排水処理
を行っていく。また、浄化槽については保守点検の実施や槽清掃並びに法定検査の受
検啓発に努め、浄化槽の適正な維持管理のさらなる推進を行う。 

     
⑤ し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬 

現在、くみ取りし尿及び浄化槽汚泥は、市内 4つの許可業者が「下水道の整備等に
伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法」の主旨に基づき、営業区域割
りをしたうえで収集運搬している。 
今後も、現行の許可業者による収集運搬体制を継続する。 
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（3） 処理施設等の整備 

ア 廃棄物処理施設 
上記（2）の分別区分及び処理体制で処理を行うため、表 4のとおり必要な中間処

理施設の整備を行う。 
亀山市衛生公苑は、昭和 63 年度から稼働しており老朽化が進んでいる。また、近

年の農業集落排水事業の進展及び合併浄化槽の増加に伴い、発生する浄化槽汚泥が増
加し、加えて公共下水道の整備により生し尿が減少し、生し尿と浄化槽汚泥の割合に
逆転現象が生じている。このことから、浄化槽汚泥に対応した処理機能の改善を図る
とともに、老朽化した主要な設備・機器を更新し、引続き安定した処理を継続するた
め、平成 27・28 年度に延命化することを目的とした基幹的設備改良事業を実施する。 
なお、今後、処理量の減少が予測されることから、亀山市関衛生センターし尿処理

場を廃止して当施設と統合することで効率化を図る。 
 

表 4 整備する処理施設 
 

事業 
番号 

事 業 名 事業内容 処理能力 設置予定地 事業期間 

1 
廃棄物処理施設の基幹的 

設備改良事業（交付率 1/3） 

亀山市衛生公苑し尿処

理施設基幹的設備改良

事業 

60kl/日 
亀山市野村町 

1789 
H27・28 

※現有処理施設の概要を添付（様式 1） 

（整備理由） 

事業番号 1 浄化槽汚泥に対応した処理機能の改善及び老朽化した主要な設備・機器の更新 

 
イ 合併浄化槽の整備 

       合併浄化槽の整備については、表 5のとおり行う。 
 

表 5  合併処理浄化槽への移行計画 
 

事業 
番号 

事 業 名 

直近の整備済 

基数(基) 

(平成 25年度) 

整備計画 

基数(基) 

整備計画 

人口(人) 

事業 

期間 

2 浄化槽設置整備事業 2,245 165 660 H27～31 
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（4） その他の施策 

   その他、地域の循環型社会を形成するうえで、次の施策を実施していく。 
 
    ① 旧最終処分場の再生（掘り起こし） 
       旧最終処分場に埋め立てたごみを掘り起こし、処分場の再生を図る。 
 

② 不法投棄ごみへの対応 
       分別や資源化等に関する出前講座の実施や早朝パトロールなど、自治会と連携し

不法投棄の防止に努める。また、警察とも連携し、投棄者の発見及び指導を行う。 
 
    ③ 災害時の廃棄物処理に関する事項 
       地域防災計画に基づき災害廃棄物処理計画を取りまとめ、災害時に多量に発生す

るごみの処理や一時保管等具体的内容を明確にする。また、特に甚大な災害が発生
し本市で対応できない状況下においては、三重県災害等廃棄物処理応援協定に基づ
き県内市町との連携を図るとともに、県境を越えた近隣市町との広域的処理体制を
構築する。 

 
 
4 計画のフォローアップと事後評価 
 
（1） 計画のフォローアップ 

      毎年、計画の進捗状況を把握し、その結果を公表するとともに、必要に応じて、国、
県と意見交換しつつ、計画の進捗状況を見極め、計画の見直しを行う。 

 
 （2） 事後評価及び計画の見直し 
      計画期間終了後、処理状況の把握を行い、その結果がとりまとまった時点で、速や

かに計画の事後評価、目標達成状況の評価を行う。 
      また、評価の結果を公表するとともに、評価結果を次期計画策定に反映させるもの

とする。 
      なお、計画の進捗状況や社会経済情勢の変化等を踏まえ必要に応じて計画を見直す

ものとする。 
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添付資料3

分別区分 主な品目

一般ごみ
生ごみ、紙くず類、枝木、革製品、ビニール製の容器類や袋類、
ガラス類・食器類・資源にならないびん、ゴム類・プラスチック類、
衣類・毛糸類、刈り草

破砕粗大ごみ

家電製品、金属類、家具類、軽車両、陶磁器類、缶類、枕・ぬい
ぐるみ・布団・カーテン・じゅうたん類、長尺物、危険ごみ（卓上ガ
スボンベ、スプレー缶、ライター等）、有害ごみ（鏡、蛍光管、水銀
体温計、水銀電池）

可燃系資源ごみ
新聞（チラシ含む）、ダンボール、雑誌・本・パンフレット、古布・毛
布、飲料用紙パック

不燃系資源ごみ 飲料用缶、茶色びん、無色透明びん、リターナブルびん

ペットボトル・ペットボトルのふ
た・食品用白色トレイ

ペットボトル、ペットボトルのふた、食品用白色トレイ

亀山市における家庭ごみの分別区分
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現
有

処
理

施
設

の
概

要

亀
山

市
総

合
環

境
セ

ン
タ

ー

　
所

在
地

　
施

設
名

称
　

ご
み

溶
融

処
理

施
設

　
処

理
方

式
　

シ
ャ

フ
ト

炉
式

ガ
ス

化
溶

融
炉

　
供

用
開

始
年

月
　

平
成

1
2
年

4
月

　
処

理
対

象
物

　
一

般
、

破
砕

粗
大

ご
み

処
　

理
施

設
等

か
ら

の
破

砕
　

残
渣

、
掘

起
し

ご
み

等

　
処

理
能

力
　

8
0
t/
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0
ｔ/
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×

2
炉
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亀
山

市
刈

り
草

コ
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ポ
ス
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セ
ン
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市
衛
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亀

山
市

関
衛

生
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ン
タ
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理
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設

　
所

在
地

　
亀

山
市

関
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新
所

1
7
5
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3
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在
地
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在
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処

理
方

式
　

せ
ん

断
破

砕
、

天
地

替
え

、
天

日
発

酵
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理

方
式

　
処

理
方
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供

用
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始
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平
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1
8
年

4
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始
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始
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処

理
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能

力
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能
力
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理
能

力
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日
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篩

機

　
篩

い

　
平

成
1
2
年

4
月

　
掘

起
し

ご
み

　
3
7
.8

t/
h

　
7
,0

0
0
 

　
亀

山
市

関
町

新
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1
7
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3

膜
分
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高

負
荷

脱
窒
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処

理
方

式
＋

高
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処
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対
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＋
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ボ
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ボ
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年
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の
概
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積
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付
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２
　

一
般

廃
棄

物
の

減
量

化
、

再
生

利
用

の
現

状
と

目
標

指
標
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平
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平
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0
6

1
3
,4

9
1

12
,6

3
8

(H
2
7
比

-
6
.3

%
)

2
7
7

2
7
8

2
6
7

2
8
1

2
6
7

2
4
1

(H
2
8
比

-
9
.7

%
）

平
成

3
2
年

度

過
去

の
状

況
・
現

状
 　

（
下

段
：
排

出
量

に
対

す
る

割
合

）

平
成

2
2
年

度

総
排
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排
水

処
理

の
現

状
と

目
標

公
共

下
水

道

合
併

処
理

浄
化

槽

過
去

の
状

況
・
現

状
 　

（
下

段
：
排

出
量

に
対

す
る

割
合

）

※
別

添
資

料
と

し
て

指
標

と
人

口
等

の
要

因
に

関
す

る
ト

レ
ン

ド
グ

ラ
フ

を
添

付
（
添

付
資

料
2
-
2
）

５
　

浄
化

槽
の

整
備

の
状

況
と

更
新

、
廃

止
、

新
設

の
予

定

現
有

施
設

の
内

容
整

備
予

定
基

数
の

内
容

備
考

汚
水

衛
生

処
理

人
口

汚
水

衛
生

処
理

率
又

は
汚

水
処

理
人

口
普

及
率

汚
水

衛
生

処
理

人
口

汚
水

衛
生

処
理

率
又

は
汚

水
処

理
人

口
普

及
率

汚
水

衛
生

処
理

人
口

浄
化

槽
設

置
整

備
事

業

施
設

種
別

事
業

主
体

汚
水

衛
生

処
理

率
又

は
汚

水
処

理
人

口
普

及
率

汚
水

衛
生

未
処

理
人

口



事
業

名
称

単
位

開
始

終
了

平
成

2
7
年

度
平

成
2
8
年

度
平

成
2
9
年

度
平

成
3
0
年

度
平

成
3
1
年

度
平

成
2
7
年

度
平

成
2
8
年

度
平

成
2
9
年

度
平

成
3
0
年

度
平

成
3
1
年

度

1
亀

山
市

6
0

kl
/
日

Ｈ
2
7

Ｈ
2
8

7
2
7
,7

0
4

2
8
8
,0

5
6

4
3
9
,6

4
8

5
4
0
,4

9
1

2
5
0
,0

1
1

2
9
0
,4

8
0

○
浄

化
槽

に
係

る
事

業

浄
化

槽
設

置
整

備
事

業
2

亀
山

市
16

5
基

H
27

Ｈ
31

6
4
,2

8
8

1
8
,3

9
6

1
2
,9

2
8

1
1
,6

2
6

1
0
,8

8
0

1
0
,4

5
8

6
4
,2

8
8

1
8
,3

9
6

1
2
,9

2
8

1
1
,6

2
6

1
0,

8
8
0

1
0
,4

5
8

7
9
1,

9
9
2

3
0
6
,4

5
2

4
5
2
,5

7
6

1
1
,6

2
6

1
0
,8

8
0

1
0
,4

5
8

6
0
4
,7

7
9

2
6
8
,4

0
7

3
0
3
,4

0
8

1
1
,6

2
6

10
,8

8
0

1
0
,4

5
8

※
１

　
事

業
番

号
に

つ
い

て
は

、
計

画
本

文
３

(3
)表

４
に

示
す

事
業

番
号

及
び

様
式

３
の

施
設

整
備

に
関

す
る

事
業

番
号

と
一

致
さ

せ
る

こ
と

。
ま

た
、

様
式

３
に

示
す

施
策

の
う

ち
関

連
す

る
も

の
が

あ
れ

ば
、

合
わ

せ
て

番
号

を
記

入
す

る
こ

と
。

※
２

　
広

域
連

合
、

一
部

事
務

組
合

等
に

つ
い

て
は

、
欄

外
に

構
成

す
る

市
町

村
を

注
記

す
る

こ
と

。

※
３

　
実

施
し

な
い

事
業

の
欄

は
削

除
し

て
構

わ
な

い
。

※
４

　
同

一
施

設
の

整
備

で
あ

っ
て

も
、

交
付

金
を

受
け

る
事

業
主

体
ご

と
に

記
載

す
る

。

事
業

期
間

交
付

期
間

総
事

業
費

（千
円

）
交

付
対

象
事

業
費

（千
円

）
備

考

様
式

２

循
環

型
社

会
形

成
推

進
交

付
金

事
業

実
施

計
画

総
括

表
２

（
平

成
2
6
年

度
）

事
業

種
別

事
業

番
号

※
１

事
業

主
体

名
称

※
２

規
模

合
計

○
廃

棄
物

処
理

施
設

の
基

幹
的

設
備

改
良

事
業

し
尿

処
理

施
設

基
幹

的
設

備
改

良
事

業



開
始

終
了

平成
27年度

平成
28年度

平成
29年度

平成
30年度

平成
31年度

10
資源物分別収集品
目の拡大

溶融処理しているその他色のび
ん、雑紙、布等の有効利用とご
みの減量化を図るため、分別収
集を検討する。

亀山市
継
続

11
家庭系ごみの持ち込
みのあり方検討

受益者負担適正化の観点から、
市民自らが亀山市総合環境セン
ターに持ち込む家庭ごみの手数
料の見直しを検討する。

亀山市
継
続

12
事業系ごみ処理手
数料等の適正化

事業系ごみの減量化推進及び
受益者負担適正化の観点から、
必要に応じて事業系一般廃棄物
処理手数料及び産業廃棄物処
理施設使用料の見直しを検討す
る。

亀山市
継
続

13
減量化推進員の設
置

一般廃棄物減量施策への協力、
その他活動を行うため、廃棄物
減量化推進員の設置を検討す
る。

亀山市
継
続

14
使用済小型電子機
器の拠点回収とリサ

H26.12.1～H27.2.28に使用済み
小型家電の拠点回収とリサイク
ルの実証事業を実施 事業終了 亀山市

継

様式３
地域の循環型社会形成推進のための施策一覧

施設種別
事業
番号

施策の名称 施策の内容
実施
主体

事業
期間 交付

金必
要の
要否

事　業　計　画

備　考

発生抑
制、再生
使用の推

検 討

検 討

検 討

検 討

事業実施14 器の拠点回収とリサ
イクル

ルの実証事業を実施。事業終了
後も拠点回収とリサイクルを継
続する。

亀山市
続

15 環境教育、啓発活動

ごみの減量・資源化等に関する
講座や説明会を開催するほか、
施設見学やイベントの実施によ
り、環境保全への理解、意識の
高揚を図る。また、広報やHPを
活用して、ごみの減量・資源化等
に関する情報提供を行う。

亀山市
継
続

16
レジ袋削減・マイバッ
グ推進運動

ごみの減量及び地球温暖化防
止のため、鈴鹿市との広域連携
によるレジ袋削減・マイバッグ推
進運動を展開する。

亀山市
継
続

17 刈り草のたい肥化
刈り草をたい肥化（コンポスト化）
し、市民へ無償配布する。

亀山市
継
続

18
生ごみの水きりとた
い肥化

生ごみ処理容器購入費補助金
の交付に加え、生ごみの水切り
や調理くず対策など家庭ででき
る工夫を広報やHP等で周知す
る。

亀山市
継
続

使用の推
進に関す

るもの

普及啓発

推進運動展開

事業実施

普及啓発

事業実施



19
再生資源集団回収
の推進

資源化やごみの減量を図るた
め、再利用運動を実践している
団体へ再生資源集団回収報奨
金を交付し、実践意欲の高揚と
市民のごみ処理に対する認識を
高める。

亀山市
継
続

20
溶融生成物スラグの
活用

スラグの品質管理を行い、コンク
リート骨材等への活用を検討す
る。

亀山市
継
続

21
溶融飛灰の資源化
（山元還元）

溶融飛灰に含まれる金属類の有
効利用を図り、 終処分量をゼ
ロにするため、山元還元による
資源化を実施する。

亀山市
継
続

22
リサイクル・資源化
の促進

家庭で不要になった家具等を再
使用する仕組み、公共工事にお
けるリサイクル、廃食油のリサイ
クルを検討し、ごみの排出抑制
に努める。

亀山市
継
続

23
生活排水の発生源
対策

市民に対し、浄化槽の適正な管
理、台所から発生する調理くず
や廃食用油等の処理の徹底、環
境汚染の少ない洗剤の使用、水
の有効利用等を啓発する。

亀山市
継
続

24
し渣、脱水汚泥、乾
燥汚泥の 終処分

し尿処理施設で発生するし渣及
び脱水汚泥あるいは乾燥汚泥
は、溶融施設で溶融処理してス
ラグを資源化する。

亀山市
継
続

発生抑
制、再生
使用の推
進に関す

るもの

報奨金交付

検 討

事業実施

検討・準備 事業実施

普及啓発

事業実施

処理体制
の構築、
変更に関
するもの

31

事業系一般廃棄物
及び産業廃棄物の
適正処理及び排出
抑制

事業所における廃棄物処理の実
態を把握し、資源化や自家処理
の推進を指導するとともに、排出
抑制や減量化の指導を行う。

亀山市
継
続

1
廃棄物処理施設の
基幹的設備改良事
業

亀山市衛生公苑を改修し延命化
を図る。

亀山市 H27 H28 ○

2 合併浄化槽整備 合併浄化槽の整備 亀山市 H27 H31 ○

41
旧 終処分場掘起し
事業

旧 終処分場に埋め立てられた
ごみを掘起し溶融処理すること
で、跡地の再生と有効利用を図
る。

亀山市
継
続

処理施設
の整備に
関するも

の

事業実施

検討・実態把握・指導

改良工事

浄化槽整備



42
不法投棄ごみへの
対応

地域住民及び警察と連携し、不
法投棄のパトロールや指導を実
施する。

亀山市
継
続

43
災害時の廃棄物処
理に関する事項

災害廃棄物処理計画を踏まえた
体制整備

亀山市
継
続

その他の
施策

体制整備に向けた協議

パトロール・指導



三重県

（1）事業主体名

（2）施設名称

（3）工期

（4）施設規模

（5）浄化槽整備状況

（6）地域計画内の役割

（7）廃棄物処理施設解体工事の有無

（8）資源化の方法

（9）資源化物の利用計画

　平成27年度～平成28年度

　処理能力60ｋｌ/日

「汚泥再生処理センター」を整備する場合

【参考資料様式４】

施設概要（し尿処理施設系）

　亀山市

　亀山市衛生公苑

　標準脱窒素処理方式＋高度処理

　し尿処理施設。当施設と亀山市関衛生センターし尿処理施設を統合し、
浄化槽汚泥対応型に改修する。CO2排出量を3％以上削減する。

　有　　　　無

（10）計画処理人口及び面積
　人口
　面積

人
㎡

（11）計画地域の性格

（12）事業計画額 727,704千円

「コミュニティ・プラント」を整備する場合



(1)

(2)

(3)

(4)

(5) 21%

18%

（整備計画人口 660 人分）

（ 660 人分）

79　基 （　 316 人分） 29,468千円 29,468千円

21　基 （　 84 人分） 6,972千円 6,972千円

35　基 （　 140 人分） 14,490千円 14,490千円

23　基 （　 92 人分） 9,522千円 9,522千円

7　基 （　 28 人分） 3,836千円 3,836千円

0　基 （　 0 人分） 0千円 0千円

基

浄化槽整備状況

【参考資料様式５】

選定額基準額

　亀山市

　合併処理浄化槽

　生活環境の保全及び公衆衛生の向上と生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止す
るために、浄化槽の計画的整備を行う。

　有　（　平成27年度～平成31年度　）　　　無（　　　　年度策定予定）

具体的な整備計画

総事業費

選定額

事業主体名

整備計画の方針

事業の実施目的及び内容

設置整備事業の整備計画

（実使用人口で記入）

64,288千円

64,288千円

64,288千円

うち
単独撤去

都道府県名：三重県

0　基

0　基

0　基

0　基

所要額

交付対象基数 対象経費
支出予定額

29,468千円

6,972千円

14,490千円

3,836千円

千

9,522千円

0千円

施設概要（浄化槽系）

○　交付対象となる浄化槽の整備規模及び選定額（内訳）
※個人設置型と市町村設置型とを明記し、双方の整備がある場合は、表を分けて記載のこと

(6)

　平成27年度整備計画人口128人／全体整備計画人口600人（％）

　平成25年度までの整備人口9,082人／全体整備人口49,914人（％）

36　基

0　基

基

人槽区分

5人槽

6～7人槽

8～10人槽

0　基 （　 0 人分） 0千円 0千円

0　基 （　 0 人分） 0千円 0千円

0　基 （　 0 人分） 0千円 0千円

0　基 （　 0 人分） 0千円 0千円

0　基 （　 0 人分） 0千円 0千円

0　基 （　 0 人分） 0千円 0千円

0　基 （　 0 人分） 0千円 0千円

0　基 （　 0 人分） 0千円 0千円

165　基 （　 660 人分） 64,288千円 64,288千円

1年当たり

維持管理費

0　基

0千円

0千円

対象地域世帯数　　　　　　　　　　

36　基

市町村世帯数　　　　　　　　　　　

0　基

0千円

　　　（複数の地区が該当する場合は、当該地区ごとに下表を添付すること）

市町村総人口　　　　　

64,288千円

総建設費
1年当たり

建設費
1年当たり

0千円

0千円

0千円

※上段…一般処理型　　下段…高度処理型　　人分…基数×4人

○　事業対象地域が「経済的・効率的である地域」の場合の経済性・効率性の比較

0　基

0　基

0　基

0　基

0　基

0　基

施設比較検討の積算内容資料を添付（様式は自由）

11～20人槽

21～30人槽

31～50人槽

51人槽以上

合　　計

集合処理で整備した場合

個別処理で整備した場合

対象地域人口　　　　　

0千円

0千円


